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み春野自治会たより 令和６年度 第１２号（広報＆DX 部） 

 

 

先週末は冷たい雨や雪が降ったりして厳しい寒さが残っていましたが、今週に入ってからはようやく春らしい

陽気の日も増えてきました。小中学校の卒業式も執り行われ、春分の日（３月２０日）以降は暖かな日差しが

戻る予報で桜のつぼみも大きくほころびそうです。自治会の通常総会も日程が固まり、先月の班長会では役員

候補の選出抽選も行ないました。自治会としては総会資料の作成を順次進めているところです。 

今回は「総会開催のお知らせ」を配布・回覧させていただきます。期初のお忙しい時期となりますが、多くの

皆さんのご出席をお願いいたします。なお議案書の提示と「総会出欠確認表兼委任状」の全戸配布は、会計監

査日程もあり４月１３日以降となりますが、ご承知おきください。 

・開催日時  ２０２４年４月２７日（日） １０時～１２時 

・開催場所  こてはし台中学校体育館 

 

【 防犯パトロール隊表彰！ 】 

み春野では、自治会設立以来シニアサークルのウォーキングチームが定期的にパトロールを実施いただいている他、

各班においては会員の皆さんにゴミステーション清掃当番を兼ねて班内パトロールを実施していただいています。 

さらに所轄署のご協力を頂戴して都度都度の機会に防犯講話等を実施したりしています。今回そういった地道な活動

が地域防犯に積極的に取り組んでいるとして表彰を受けることが出来ました。 

地域の安全を守るための基本は各自が防犯に取り組むことであり、そういったことが地域全体の安全につながると思

います。ウォーキング、ジョギング、買い物、犬の散歩、花の水やり等の日常生活の機会に、防犯の視点を持って見

守りを行う「ながら見守り」も含め、みんなで安全安心なまちづくりをめざしましょう。 

 

み春野自治会 副会長 防犯交通安全部長 永嶋 浩美さん（前列右から３人目） 

令和７年３月１６日 
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【 各部からのお知らせ 】 

１． 防災部より 

《 み春野は、屋根不燃地域に該当します 》 

屋根不燃地域とは、火災が発生した際に、屋根からの延焼を防ぐために建築物の屋根を不燃材料で覆うことが

義務付けられている地域です。この地域は、都市計画法第２２条の規制を受けており、防火地域や準防火地域

以外で火災リスクが高いと判断された地域です。建物の屋根や外壁には防火性能が求められます。 

一方で、２２条区域は防火地域や準防火地域と比較して、必ずしも建物の防火性能が高いわけではありませ

ん。そのため、火災が発生すると延焼のリスクが高まる可能性があります。特に木造建築が多い本地区では、

火災が広がる危険性が大きくなります。 

家庭では、消火器や住宅用火災警報器の設置によって早期に火災を発見し、適切な避難行動等を取ることが重

要です。また、防火訓練を定期的に実施し、住民同士の連携を強化することで、火災発生時の迅速な対応を図

ります。２２条区域における火災リスクを低減し、安全な住環境を確保するために地域全体で協力し、火災予

防に努めることが強く求められます。 

２． 防犯交通安全部より 

《 不在時の対策と防犯５カ条 》 

日頃より防犯活動にご協力いただき、ありがとうございます。近隣地域において、空き巣・強盗の発生や不審

者の目撃情報が増加しています。安心・安全な地域づくりのため、改めて防犯対策の強化をお願いいたしま

す。（以下、千葉市防犯講習会の内容から抜粋） 

１． 不在時の対策 

ご自宅を留守にする際は、以下の対策を心がけましょう。 

• 空のガレージに自転車を置く（不在を悟られにくくするため） 

• 郵便や新聞を一時停止する（郵便局・新聞販売店へ不在届を出す） 

• 隣近所に不在を知らせる（何か異変があれば連絡をもらう） 

２． 防犯５カ条 

地域全体で防犯意識を高め、犯罪を防ぎましょう。 

• 音 ：犬の鳴き声、防犯ブザー、センサー式警報機などを活用する 

• 光 ：センサーライト、室内灯、門灯・玄関灯を適切に点灯する 

• 時間 ：侵入に時間がかかる環境をつくる（防犯建材、フェンス、植栽など） 

• 目 ：近隣との挨拶、防犯パトロール、監視カメラの設置で不審者を監視する 

• 通報 ：不審者を見かけたら、すぐに警察へ連絡する 

不審な人物や異常な事象を発見した際は、速やかに警察へ通報をお願いいたします。 

自治会としても、安全な地域づくりに努めてまいりますので、皆さまのご協力をよろしく 

お願いいたします。 

千葉北警察署 ０４３－２８６－０１１０  こてはし台交番 ０４３－２５０－４０００ 

３． その他：総会までの主な予定 

３月１６日（日）：班長会・総会開催案内状全戸配布  

４月 ５日（土）：会計監査 

４月１３日（日）：議案書を各班長・副班長宛に配布、ＨＰ・「いちのいち」へ掲載、出欠委任状全戸配布 

４月２６日（土）：総会出欠委任状提出期限（正午まで） 

４月２７日（日） １０：００～：み春野自治会通常総会（こてはし台中学校 体育館） 

※ 作業状況に応じて、予定が前後する場合があります 
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